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の
?部(株

)
宝
永
堂

三
橋

園

民

N
H
K
M美
の
朝
"
放
送
「
鎮
魂
」
と
「
ほ
ほ
え
み
」

窓脆
f氏の
き)11

い
た
み
に
は

散
る
花
の

ね
ぢ
花
の

風
さ
と
く

夕
暮
や

わ
が
ま
ち
の

桜
一緊

降
る
や

帰
国
娘
の

夏
鉄
を
打
て
い

ほ
ほ
え
む
頬
に
触
れ
し
雪

(
株
)
ア
ロ
l
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ

矢
沢

児
ら
梅
花
藻
の

託
児
教
官

瀬
を
に
ご
し

一旦
の
花

(
株
)
堤
ビ
ル

堤

敏

栄

触
れ
ぬ
見
舞
や
タ
ざ
く
ら

風
に
悔
な
く
昏
れ
ゆ
け
る

(株
)
三
興

渋
谷

探
れ
そ
こ
ね
し

白
雨
た
の
し
む

侭
立
て
る

木
の
家
旧
り

(
株
)
日
経
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

丸
山

j熊
夫

弥
生
灯
火
成
瀬
ま
ち

春
の
技
競
ふ

無
気
力
の

春
の
雲

武

業
平
忌

稜
線
に

滴
り
の

や
や
影
の

清

遠
き
日
が

五
月
雨
や

(
有
)
加
藤
電
機

真
昼
の
空
を

富
士
を
隠
し
て

(
有
)
理
容
ひ
か
る

逢
ふ
か
も
知
れ
ぬ

青
葉
若
葉
の

(
有
)
シ
マ
ノ

山
を
呑
み
込
む

大
き
く
見
ゆ
る

(
株
)
マ
ツ
ヤ
マ

加
藤

美
恵
子

飛
べ
ぬ
蝶

湧
き
に
け
り

117¥; 

ハツエ

夢
を
見
し

目
覚
め
た
り

島
野

好
子

自前
件池

東
(1集

節
子

か
へ
り
し
想
ひ
花
こ
ぶ
し

ふ
る
さ
と
匂
ふ
タ
鯛
時

(株
)川
旧
日也
子
計
算
セ
ン
タ
ー

ほ
ろ
ほ
ろ
と
鳩
の
歩
み
や

夏
蝶
を
影
ご
と
さ
ら
ふ

庭
に
咲
く

石
垣
の

(
株
)
三
徳

牡
丹
い
ち
め
ん

富
士
交
通
(
有
)

名
も
な
き
草
に

主
方
い
よ
子

梅
雨
の
入
り

風
の
神

山
口

栄
子

夕
日
い
ろ

吉
JII 

良
子

春
の
風

斗
ず
か
刈り
商
事

香
り
ほ
ぬの
か
に

(
有
)
う
ち
だ

内
日:1

羅i
を"

も
て
あ
そ
び
つ
〉

言
ひ
訳
す

(株
)
フ
サ
ミ
ボ
ー
リ
ン
グ

* 村
ト
セ
子

石
と
化
し

流
れ
を
か
は
す

朝
寝
鴨

神
蔵
興
業
(
有
)

村l
蔵

太
陽
と

若
葉
を
そ
へ
て

部
屋
を
貸
す

短
歌
の
部

(
株
)
飯
田
機
械
産
業

高
声
に
豆
ま
く
人
の
無
く
な
り
て

老
わ
れ
一人

声
張
り
て
撒
く

飯
田

枯
草
の
中
に
真
赤
き
ひ
ど
み
咲
く
道
を

歩
き
て
幼
友
訪
ふ

正
予

| 短歌・俳句をお寄せください。ご寄稿には、事務局宛てご一報ください。次回の発行は9月予定です。 I

玉
江
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利
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平
成
十
一
年
度

••• 
法
人
の
基
本
税
率
・

軽
減
税
率
の
引
き
下
げ
が

" 

平
成
十
一
年
度
改
正
で
は
、
わ
が
国
の
経
済
社

会
の
構
造
的
変
化
、
国
際
化
の
進
展
等
に
対
応
す

る
と
と
も
に
、
現
在
の
厳
し
い
景
気
動
向
に
配
慮

し
、
法
人
課
税
が
国
際
水
準
並
み
に
軽
減
さ
れ
る

と
と
も
に
、
個
人
所
得
課
税
に
つ
い
て
も
恒
久
的

な
減
税
が
実
施
さ
れ
る
と
と
に
な
り
ま
し
た
。

法
人
会
の
税
制
改
正
要
望
の
主
な
実
現
事
項

は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

法
人
課
税
の
税
率
引
き
下
げ

前
年
度
に
引
き
続
き
、

法
人
税
お
よ
び
法
人
事

し
た
。

業
税
の
税
率
が
以
下
の
と
お
り
引
き
下
げ
ら
れ
ま

①
法
人
税
率
の
引
き
下
げ

普
通
法
人
の
基
本
税
率

中
小
法
人
の
軽
減
税
率

公
益
法
人
等
の
軽
減
税
率

②
法
人
事
業
税
の
税
率
の
引
き
下
げ

〈普
通
法
人
の
標
準
税
率
〉

改
正
前

一
、
法
人
課
税
の
税
率
引
き
下
げ

二
、
個
人
の
所
得
課
税
の
最
高
税

率
の
引
き
下
げ

三
、
企
業
関
連
税
制
の
拡
充

四
、
有
価
証
券
取
引
税
お
よ
び
取

引
所
税
の
廃
止

五
、
個
人
の
長
期
土
地
譲
渡
益
課

税
の
負
担
軽
減

改
正
前

改
正
後

・
閤
図
・

・
固
闘
・

-
E
m
-

改
正
後

@ 

以
上
①
②
の
改
正
に
よ
り
、
法
人
の
い
わ
ゆ
る

実
効
税
率
は
、
四
六

・
三
六
%
か
ら
四

0
・
八

七
%
へ
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

-Rこれ
ら
の
改
正
は
、
平
成
十

一
年
四
月

一
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

個
人
の
所
得
課
税
の
最
高
税
率
の
引
き
下
げ

所
得
税
の
最
高
税
率
お
よ
び
そ
の
適
用
所
得
金

額、

個
人
住
民
税
の
最
高
税
率
が
以
下
の
と
お
り

改
正
さ
れ
ま
し
た
。



①
所
得
税
の
最
高
税
率
の
引
き
下
げ

適

用

所

得

金

額

改

正

前

適

用

所

得

金

額

改

正

後

適
用
所
得
金
額
改
正
前

②
個
人
住
民
税
の
最
高
税
率
の
引
き
下
げ

適
用
所
得
金
額
改
正
後

o 

以
上
①
②
の
改
正
に
よ
り
個
人
所
得
課
税
の
最

高
税
率
が
六
五
%
か
ら
五
O
%
へ
引
き
下
げ
ら
れ

ま
し
た
。

大
ま所ご
す得れ
。税ら

H52 
人正
住は
ー.¥..:. 、

税平
か成
ら十

昔年
手宣勺..， 、』戸J
て分
いの

回
企
業
関
連
税
制
の
拡
充

(
一
)
パ
ソ
コ
ン
減
税

個
人
事
業
者
や
法
人
が

一
O
O
万
円
未
満
の
情

報
通
信
機
器
を
取
得
し
た
場
合
、
取
得
し
た
事
業

年
度
で
即
時
償
却
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

女
こ
の
措
置
は
、
平
成

十

一
年
四
月

一
日
か

ら
平
成
十
二
年
三
月

三
十

一
日
ま
で
の

一

年
間
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

(
二
)
中
小
事
業
者
の
欠
損
金
の
繰
り
戻
し
還
付

設
立
五
年
以
内
の
中
小
事
業
者
の
欠
損
金
額
に

つ
い
て
、
前

一
年
間
の
繰
り
戻
し
還
付
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

女
こ
の
規
定
は
、
平
成
十

一
年
四
月

一
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

(
三
)
事
業
承
継
に
か
か
る
相
続
税
負
担
の
軽
減

相
続
税
の
計
算
に
お
い
て
、
引
き
続
き
事
業
の

用
に
供
さ
れ
て
い
る
小
規
模
宅
地
等
の
評
価
額

は
、
原
則
と
し
て
二

O
%
に
減
額
さ
れ
ま
す
が
、
そ

の
適
用
対
象
面
積
が
三
三

0
2m(改
正
前
二
0
0
2m)

に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

-Rこの
規
定
は
、
平
成
十

一
年

一
月

一
日
以
後

の
相
続
・
遺
贈
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

有
価
証
券
取
引
税
お
よ
び
取
引
所
税
の
廃
止

有
価
証
券
取
引
税
お
よ
び
取
引
所
税
に
つ
い
て

は
、
平
成
十

一
年
三
月
三
十

一
日
を
も

っ
て
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。

回
個
人
の
長
期
譲
渡
益
課
税

個
人
の
長
期
所
得
の
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合

の
譲
渡
益
課
税
が
以
下
の
と
お
り
軽
減
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

改
正
前

改
正
後

n03-3357-0771 A
口連人法

女
こ
の
特
例
措
置
は
、
平
成
十

一
年

一
月

一
日

市
甘

味
川

か
ら
同
十
二
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
問
削

の
長
期
所
有
の
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

一

譲
渡
所
得
に
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

一

先

以
上
の
ほ
か
、
所
得
課
税
に
お
い
て
は
、

子

育

肘

て
・
教
育
減
税
と
し
て
扶
養
控
除
等
の
額
の
引
き

叶

上

げ

、

法

人

課

税

で

は

、

明

特
別
償
却
、
中
小
企
業

同

投
資
促
進
税
制
の
拡
充

m

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

加の

ま
た
、
適
格
年
金
等

こ
-R 

の
退
職
年
金
等
積
立
金

に
対
す
る
特
別
法
人
税

(
一
%
)
の
適
用
が
平
成

十

一
年
四
月

一
日
か
ら

二
年
間
停
止
さ
れ
て

い

ま
す
。

@ 



平
成
十
一
年
度

••• 

源
泉
徴
収
事
務
で
注
驚
か
必
要

平
成
十
一
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
十
一
年
(
度
)
以
後
の
所
得
税
お
よ
び
個
人
住
民
税
に
つ

い
て
、
定
率
減
税
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
定
率
減
税
の
実
施
に
よ
り
、
源
泉
徴
収
事
務
が
変
更
さ
れ
る
と
と
に
な
り
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

所
得
税
お
よ
び
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
定
率
減
税
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

所
得
税

そ
の
年
の
所
得
税
額
か
ら
そ
の
年
分
の
所
得
税
額

の
二
O
%
相
当
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

二

O
%
相
当
額
が
二
十
五
万
円
を
超
え
る
場
合
は
二
十

五
万
円
と
さ
れ
ま
す
。

こ
の
改
正
は
、
平
成
十

一
年
分
以
後
の
所
得
税
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

個
人
住
民
税

そ
の
年
度
分
の
個
人
住
民
税
所
得
税
割
額
か
ら
そ

の
年
度
分
の
個
人
住
民
税
所
得
税
割
額
の
十
五
%
相

当
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
十
五
%
相
当
額

が
四
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
四
万
円
と
さ
れ
ま
す
。

@ 

こ
の
改
正
は
、
平
成
十

一
年
度
分
以
後
の
個
人
住

民
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

所
得
税
と
個
人
住
民
税
の
税
率
改
正
と
定
率
減
税

後
の
税
額
軽
減
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

住所 税

課税所得
言十
税民得税

目

改 五O IZ9tて
①正七 O 七

万 万万 前円 円円

② 税率改O lZ9プミ

望の七 O 七
万 万万 正円 円円

f圭
)¥ 三五

③5 税fi 
改

プL ー- 、ノハー
ーノ、 " 、 正
万
万円万円円

f量

七回三 6経
四四 ③I j額成
万 万万円
円円

¥ 
住所 税

課書得
言十
税民得税

目

七 二二四 改互王 五九
①正 、五七

万
万円万円 前 O 円

O 

② 税率改

O 
t 二二lZ9

万円二二 :fL
O 九一
万 万万 正 の円 円円

後
場ロ

③ 減税定率

改，j，L 、 一四 、/ーaー-ー ー/圃ι、ー

互L" 正万 方万
円 円円

後 後

-ノ~、 ーE一E・ Eー=

6語- 10ー
万万万
円円円 g額

住所 税
/ 

言十
民税得税 書謹需目

九 五三 改
四五 五九 ①正

五七
目IJ O 方 方万

円 円円

七 四二 税率
八= ②改O 九

方
方円方円

正
円 後

四二 ③滅定率 正改:fL 八 O
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給
与
所
得
者
と
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
場
合

で
、
定
率
減
税
の
実
施
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

と
お
り
と
な
り
ま
す
。

川
給
与
所
得
者
の
場
合

給
与
所
得
者
の
場
合
、
平
成
十

一
年
分
の
給
与

に
つ
い
て
は
、
次
の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

改
正
前
の
税
額
表
で
源
泉
徴
収

改
正
後
の
新
し
い
税
額
表
(
最
高
税
率
の
引

下
げ
や
定
率
減
税
が
織
り
込
ま
れ
て
い
ま

す
)
で
源
泉
徴
収

こ
の
場
合
、

一
i
三
月
ま
で
の
給

与
の
定
率
減
税
分
(
給
与
特
別
調
整

控
除
額
)
は
、
六
月

一
日
以
後
最
初

に
支
払
わ
れ
る
給
与
等
の
源
泉
徴
収

税
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。六
月

一
日
以
後
最
初
に
支
給
さ

れ
る
給
与
等
か
ら
の
控
除
は
、
式

1
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

こ
の
金
額
は
、
四
五
、

0
0
0円

が
限
度
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、

一
年
間
を
通
じ
た
定
率

減
税
額
が
二
五
万
円
を
上
限
と
し
て

い
る
た
め
、
ボ
ー
ナ
ス
が
五
ヶ
月
あ

る
と
仮
定
し
て
式

2
の
按
分
計
算
し

た
結
果
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

な
お
、
六
月
分
の
給
与
等
の
源

剖

泉
徴
収
税
額
か
ら
控
除
し
き
れ
な

ば

い

一
1
一二
月
ま
で
の
定
率
減
税
額
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
以
後
の
給
与
等
の
源
泉
徴
収
税
額
か
ら

順
次
差
し
引
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
1
三
月
分
の
定
率
減
税
の
六
月
控
除
は
、

「一

l
三
月
ま
で
の
給
与
」
と
「
六
月
以
後
の
給
与
等
」

が
、
同

一
の
給
与
支
払
者
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
場

合
で
、
か
っ
、
受
給
者
が
甲
欄
適
用
者
と
な
る
場

合
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
方
に
は

六
月
控
除
の
適
用
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

[式1]

11~3駅の ]X20% 漉泉徴収税額の合計額
25万円-:-17(12ヶ月+5ヶ月)
X3(ヶ月)キ45，000円

①
四
月
一
日
以
後
に
転
職
し
て
き
た
方

②
四
月
一
日
入
社
の
新
入
社
員

(
注
)

「甲
欄
適
用
者
」
と
は
、
給
与
支
払
者
へ

「給
与
所

得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
る
方

を
い
い
ま
す
。

ω公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
場
合

公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
場
合
は
、
次
の
取
扱

い
と
な
り
ま
す
。
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投
資
促
進
税
制

(
パ
ソ
コ
ン
減
税
)
に
つ
い
て

平
成
十
一
年
度

••• 

平
成
十
一
年
度
の
税
制
改
正
で
、
約
九
兆

四
千
億
円
の
過
去
最
大
規
模
の
減
税
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
民
間
の
設
備
投
資
を
促
進
す

る
た
め
創
設
さ
れ
た
情
報
通
信
機
器
の
即
時

償
却
制
度
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

旦
パ
ソ
コ
ン
減
税
の
概
要

平
成
十

一
年
度
の
税
制
改
正
で
、

一
O
O
万
円

未
満
の
情
報
通
信
機
器
に
つ
い
て
即
時
償
却
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
青
色
申
告
者
で
あ
る
個
人
事
業
者
文
は

法
人
が
、
平
成
十

一
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
十
二

年
三
月
=
二

日
ま
で
の
聞
に
、
取
得
価
額

一
0
0

万
円
未
満
の
特
定
の
情
報
通
信
機
器
を
取
得
し
、

事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
得
価
額

の
全
額
を
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
も
の
で
す
。

景
気
対
策
の

一
環
と
し
て
施
行
さ
れ
た
今
回
の

パ
ソ
コ
ン
減
税
は
、
来
年
三
月
ま
で
の
時
限
措
置

と
な

っ
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
は
耐
周
年
数
が
六

年
で
、
現
行
制
度
で
は
通
常
六
年
間
で
償
却
し
ま

す
の
で
、
今
回
の
パ
ソ
コ
ン
減
税
を
利
用
す
る
と

単
年
度
で
大
き
な
減
税
メ
リ

ッ
ト
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

e 

2
対
象
機
器
は

8
設
備

対
象
と
な
る
情
報
通
信
機
器
は
、
「
電
子
計
算
機
」

「デ
ジ
タ
ル
捜
写
機
」
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
」
「
デ
ジ
タ

ル
構
内
交
換
設
備
」
「
デ
ジ
タ
ル
ボ
タ
ン
電
話
設
備
」

。

「
電
子
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
設
備
」

「
マ
イ
ク
ロ
フ

ァ
イ

ル
設
備
」

「
I
C
カ

l
ド
利
用
設
備
」
の
八
設
備
に

特
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
体
価
格
に
含
め
ら
れ
る
周
辺
機
器
は
、

「キ
ー
ボ
ー
ド」

「デ
ジ
タ
イ
ザ
l
」
「
ス
キ
ャ
ナ
l
、

プ
リ
ン
タ
ー
」
「
プ
ロ

ッ
タ
l

(
設
計
図
用
大
型
プ

リ
ン
タ
ー
」
)
」
な
ど
八
種
類
の
入
力
装
置
と
、

M

O
、
ハ

1
ド
デ
ィ
ス
ク
な
ど
の
補
助
記
憶
装
置
、

モ
デ
ム
な
ど
の
通
信
制
御
装
置
な
ど
で
す
。

税
務
上
、
会
社
が
購
入
す
る
減
価
償
却
資
産
は

「
一
体
」
の
機
器
ご
と
に
ひ
と
つ
の
資
産
と
し
て
判

断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
本
体
と
合
わ

せ
て

一
O
O万
円
未
満
の
限
度
額
に
達
す
る
ま
で
、

指
定
の
周
辺
機
器
価
格
を
順
次
加
算
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
加
算
で
限
度
額
に
取
り
込

め
な
か

っ
た
周
辺
機
器
に
つ
い
て
も
、
単
体
で

「一

体
」
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ

一
O
万
円
未

満
の
少
額
減
価
償
却
資
産
と
な
れ
ば
、
損
金
経
理

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

乙?

S
固
定
資
産
税
は
従
来
同
様
課
税

今
回
の
パ
ソ
コ
ン
減
税
で
、
減
税
効
果
が
あ
る

の
は
国
税
の
法
人
税
と
所
得
税
で
あ
り
、

地
方
税

で
あ
る
固
定
資
産
税
は
従
来
通
り
課
せ
ら
れ
ま
す
。

企
業
や
個
人
事
業
主
は
保
有
の
資
産
の
総
額
に

対
し
、
一
定
の
比
率
で
固
定
資
産
税
が
か
か
り
ま

す
。
税
率
は
市
町
村
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、



-対象となる情報通信機器(次の器具備晶で、取得価額が100万円宋満のもの)

-電子計算機

・デジタル復写機

・メモリー送受信機能付普通紙ファクシミリ

・デジタル構内交換設備

・デジタルボタン電話設備

・電子ファイリング設備

・マイクロファイル設備

・ICカード利用設備

。即時却分 I~ 」
| 2年目 l 
y く

t> u~ t 

標
準
税
率
は

一
・
四
%
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

今
回
の
制
度
を
利
用
し
て
パ
ソ

コ
ン
を
購
入

す
る
と
そ
の
分
資
産
が
上
乗
せ
に
な
り
、
固

定
資
産
税
の
課
税
対
象
額
も
増
え
る
の
で
税

負
担
も
増
加
し
ま
す
。

ま
た
、
固
定
資
産
税
の
課
税
客
体
と
な
る

こ
と
か
ら
、
今
回
の
パ
ソ
コ
ン
減
税
で
購
入

し
た
資
産
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
償
却
資
産

と
同
様
の
管
理
が
必
要
と
な
る
で
し
ょ
う
。

b
一
括
三
年
償
却
制
度

4
と
の
相
違
点

平
成
十

0
年
度
の
税
制
改
正
で
、

一
O
万

円
以
上
二

O
万
円
未
満
の
資
産
は
、

一
括
し

て
三
年
で
償
却
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
、
少
額
減
価
償
却
資
産
と
し

て
即
時

一
括
償
却
で
き
る
資
産
の
取
得
価
額

要
件
が

二

O
万
円
未
満
か
ら

一
O
万
円
未
満

に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ

と
か
ら
で
き
た
も
の

で
、
取
得
価
額
の
三
分

の

一
づ
つ
を
三
年
間
に

わ
た
っ
て
均
等
に
損
金

算
入
す
る
も
の
で
す
。

こ
の

一
括
三
年
償
却

制
度
の
利
用
は
任
意
で

す
が
、
固
定
資
産
税
が

不
要
で
、

資
産
取
得
後

一
回
目
の
中
間
申
告
で
は
、

実
質
の
保
有
期
間
で
は
な
く

一
年
分
の
償
却
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
コ
ス
ト
低
減
に
役
立
つ

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
同
制
度
の
適
用
の
条
件
と
し
て
、
「
資
産

の

一
部
を
破
棄
し
た
と
し
て
も
限
度
額
は
機
械
的

に
計
算
さ
れ
、
そ
の
範
囲
内
で
損
金
に
算
入
し
て

い
く
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
処
分
し
て
も

三
年
間
は
資
産
を
帳
簿
か
ら
消
す
こ
と
が
で
き
な

い
不
便
さ
も
あ
り
ま
す
。

唱

c 

5
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
と
の
選
択

パ
ソ
コ
ン
減
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
情
報
通

信
機
器
に
つ
い
て
、

一
設
備
文
は
同

一
種
類
の
複

数
設
備
の
合
計
が

一
O
O
万
円
以
上
と
な
る
場
合
、

取
得
価
額
の
七
%
の
税
額
控
除
、
ま
た
は
取
得
価

額
の
三

O
%
の
特
別
償
却
と
の
選
択
適
用
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
四
O
万
円
の
パ
ソ
コ

ン
を

一
五
台
購
入
し
た
場
合
、

一
台
の
取
得
価
格

が

一
O
O
万
円
未
満
で
あ
る
た
め
、
パ
ソ
コ
ン
減

税
の
対
象
と
な
る
と
同
時
に
、

一
五
台
の
パ
ソ
コ

ン
の
取
得
価
額
の
合
計
は
六
O

O
万
円
と
な
る
た

め
、
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
適
用
対
象
に
も

な
り
ま
す
。

単
年
度
で
大
き
く
減
税
メ
リ
ッ
ト
を
受
け
る
た

め
に
は
、
今
回
の
パ
ソ
コ
ン
減
税
に
よ
る

一
括
損

金
計
上
を
選
択
す
る
方
が
有
利
で
し
ょ
う
。

@ 



$ 
「コンビュータ
西暦2000年問題」

準備は万全ですか!

西
暦

2
0
0
0
年
ま
で
残
す
と

こ
ろ

6
ヶ
月
を
切

し
た
。
こ

の
問
題
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が

ち 1
ら 9
カ1・ 9

先 9
か年
分と

か 2
ら 与O
な O
¥， ¥ 0 
生
そ

な
混
乱
か
ら
起
き
る
重
要
な
問
題

で
す
。

現
代
社
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
普
及
し
て
お

り
各
企
業
の
業
務
に
欠
か
せ
な
い

も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。

未
対
応
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
た
め

に
、
た
と
え
ば

、
正
し
い
日
付
表

不
や
年
数
計
算
が
で
き
な
く
な
り
、

お
客
様
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に

な

っ
た
り
、
マ
イ
コ
ン
を
搭
載
し

た
機
器
に
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た

り
す
る
な
ど
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。早

急
に
機
器
の
購
入
先
に
問
い

合
わ
せ
を
す
る
な
ど
し
て
状
況
を

把
握
し
、
す
み
や

か
に
対
策
を
実

施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
各
損
害
保
険
会
社
は
、
問

題
が
発
生
し
た
場
合
の
損
失
に
保

険
金
は
支
払
わ
な
い
方
針
で
す
。

自
社
の
未
対
応
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に

よ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
、
被
害
を
受
け

た
企
業
等
か
ら
訴
訟
を
起
こ
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
、
そ
れ
ほ
ど
重

大
な
問
題
で
す
。

各
都
道
府
県
の
中
小
企
業
地
域

情
報
セ
ン
タ
ー
や
中
小
企
業
事
業

固
な
ど
で
は
、
相
談
窓
口
を
設
置

し
て
い
ま
す
の
で
、
困

っ
た
と
き

に
は
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

後編
記集

R 

町
田
法
人
会
会
報
の

俳
句
・
短
歌
欄
は
、
女

性
部
会
堤
前
部
会
長
の

日
年
間
の
情

熱
の
賜
物
と
し
て
、
現
在
も
な
お
脈
々

と
引
き
継
が
れ
、
そ
の
名
声
は
知
る
人

ぞ
知
る
と
云
う
程
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
跡
目
を
継
い
だ
私
も
、

俳
句
の

道
を
学
び
、
今
で
は
皆
様
の
、
俳
句
原

稿
を
収
集
し
会
報
に
の
せ
る
迄
の
校
正

を
、
微
力
な
が
ら
お
手
伝
い
し
て
お
り

ま
す
。
今
後
と
も
、
こ
の
様
な
社
会
性

の
高
い
法
人
会
会
報
へ
の
投
句
を
お
待

ち
致
し
て
お
り
ま
す
。

布
団
の
上
げ
、
下
ろ
し
の
様
な
一
見

平
凡
な
日
常
の
中
に
、
実
は
私
達
の
生

き
て
行
く
事
の
、
本
当
の
理
由
が
秘
ん

で
い
る
事
を
知
り
、
そ
れ
を
す
く
い
取

れ
る
の
が
俳
句
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

和
歌
と
ち
が
っ
て
、

俳
句
は
大
衆
文

学
で
す
。
気
取
っ
た
り
、
す
ま
し
た
り

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
毎
日

の
生
活
の
中
か
ら
、
ご
く
自
然
に
生
ま

れ
る
こ
と
を
、
理
想
と
し
て
い
ま
す
。

E T D E M 。R F 

主
方

い
よ
子
)

(
女
性
部
会

発行人・ (社)町田法人会 会長八木要 編集人・(社)町田法人会広報委員会

東京都町田市森野1丁目9番目号第二矢沢ビル4階 TEL:042(726)2453 FAX: 042(724)5853 

全法違ホームページ http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/ 

本紙掲載の記事、写真の無断掲載を禁じます。
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【 私たち推進員がお伺いいたします。 I 
痴ほうや寝たきり、高度障害に備える充実の保険。

;荷 一髭
法人会会員企業の皆様の専用商品です。

山本久美子 深;畢 j墨田
痴ほう ft間態 介護年金 ⑩ 100万円
寝たきり になったう 介逐一時金 100万円

細谷 功 j青水 和代 一柳 精子100万円
100万円

大槻 静j工 篠崎 久子 志村あつ子

。法人会会員企業の従業員 役員であれば、お一人様かうで

もご契約できます。。社員への福利厚生制度としてご利用い

ただけます。。保険料は契約時の年齢で決まりますので、早

めのご契約をおすすめします。。退職されてもと継続できま

す。※詳しくは、パンフレットで。

.引受保険会社

. iY;なたがしっかり考えてi草ぷ保限公社でありたい。一一一一一一一一

制見仁丹吻ンフ定リ一生命保隙会社
z，間r-..... ιd a アメリカノファミリーライフアシュアランスカンパニーオプ コロンパス

干163-0456東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル n03-3344-2701(代)

-お問い合せ 八王子支社

干192-0046八王子市明神町3-20-6八王子第一生命ビルデイング!

ft0426-44-0371 FAX 0426-46-6404 

アメリカノファミリ 生命保険会社は、世界的絡付け機関であるスタンタド畠プアス'社

より日本における卓越した市場地位と非常に良好な業部主どをもとに「保険金支払い

能力」他付で“AA"(優秀)を取得しております。これは、さまざまな経済i票i克や車業環

境の変化においても「保険金支払い能11Jが強力であるとの評価です J
(嶋付取得日/1998.2.9 主お、米国本社も 1997.5.14.AAの格付を得ております。)

くがん〉の悩みにていねいにお答えします。

法人会専用電話 鞠 0120-889・347耳週金曜日 11:00-15∞
AF (法推)ー11-013平成11年5円26日



まちだ
町田の小学校 。
町田市立南第二小学校のあゆみ .

↓昭和35年6月・町田市立南第二小学校

現在・町田市成瀬4797番地

生徒数 508名
最大生徒数 1039名(昭和田年)

校長先生 25代目

卒業者数 6200名

創立 126年
(明治6年5月1日創立)

明治41年・南尋常小学校

成瀬村は神奈川県南多摩

明治6年・ 成高学舎(生徒数63名)

明治8年・ 成高学校

高ケ坂村が成瀬村から分かれる

明治13年・成瀬学校

成瀬、高ケ坂、小)11、金森、鶴間で南村

東京府南多摩郡南村成瀬

明治41年・南尋常小学校

昭和16年太平洋戦争始まる

昭和16年・南第二国民学校

昭和20年終戦

昭和22年・南村立南第二小学校

南村が町田町といっしょになる

昭和29年・町田町立南第二小学校

町田市になる

昭和33年・町田市立南第二小学校
(生徒数305名)

現在の町田市立南第二小学校


